
  平塚市民憲章           制 定 昭和 57年4月1日 

 

 

 (前 文) 

 わたくしたちのまちは、東海道五十三次の一つの宿場として古く知られていましたが、国鉄が開

通してから農・漁・商業に工業が加わり、近代的な都市となりました。不幸にして関東大震災と第

二次大戦によって打撃を受けましたが、雄々しく立ち直り、今や湘南屈指の都市として発展をつづ

けております。 

 北に丹沢、西に富士を仰ぎ、南は相模
なだ

灘に臨み、おだやかな四季、豊かな水など自然の環境にめ

ぐまれています。 

 このまちを一層住み心地のよい都市に成長させることがわたくしたちの責任です。市制 50周年に

あたり、わたくしたち平塚市民の生活指標として、ここに市民憲章を制定します。 

 

（主 文) 

１ わたくしたちは、自然を愛し、秩序をまもり、うるおいのある心を育てます。 

 

１ わたくしたちは、心身を鍛え、仕事に励み、明るい家庭をきずきます。 

 

１ わたくしたちは、地域の行事にすすんで参加し、友愛の輪を広げます。 

 

１ わたくしたちは、心を合わせ、安全なまち、豊かなまちをつくります。 

 

１ わたくしたちは、教養を高め、文化をはぐくみ、世界に目を開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 塚 市 民 憲 章           

 

 平塚市民憲章は、昭和 57年４月１日、市制施行 50周年を記念し制定した。市民憲章の普及、啓

発に当たっては、憲章額の掲出、憲章板の設置、発行印刷物への掲載等を行っている。 
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凡     例 

 

○ 編成は９編成とし、章は行政主管課別によったが、特別なものは個々にまとめ１章とした。 

○ 各章のタイトルの右に該当課を表示し、利便を図った。 

なお、該当課名は令和３年３月31日現在としている。 

○ 内容は、原則として令和２年度の実績を取りまとめたもの、又は令和３年３月 31日現在のも

のである。また、年度とあるものは会計年度間（４月から翌年３月まで）、年とあるものは暦年

間（１月から12月まで）を表している。 

○ 別途日付を表記しているものは、その時点のものである。 

○ 令和２年度の実績については、決算見込みの数値であるので、決算時の数値と若干相違す 

 ることもある。 
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  市勢              企画政策課、行政総務課、まちづくり政策課 

 

第１節 地勢 

 

 本市は、首都 50 キロ圏にあたる神奈川県のほぼ中央南部に位置する商・工・農業の均衡のとれ

た複合都市で、東京から東海道本線を西下し約１時間のところに位置する。東方は、相模川をへだ

て茅ヶ崎市・寒川町に、北方は、厚木市・伊勢原市・秦野市の各市に、西方は、中井町・二宮町、

金目川をはさんで大磯町に隣接している。 

 市域は、相模平野の南部に位置し、約４キロメートルの海岸線から西北に広がる扇型をなしてい

る。地形は、相模川と金目川の下流域に発達した平野とそれを取り囲む台地及び丘陵からなってい

る。背後に丹沢大山山麓を控え、富士箱根連山を遠望する四季温和な気候に恵まれた住みよい土地

である。 

１ 市域面積  67.88平方キロメートル 

２ 位  置  東端……東経139度22分32秒  南端……北緯35度18分 44秒 

        西端……東経139度14分20秒  北端……北緯35度24分 14秒 

３ 距  離  東西 約12.45キロメートル    南北 約10.20キロメートル 

４ 市域の変せん 

  昭和７年４月市制が施行された当時の市域の面積は、10.50 平方キロメートルであったが、そ

の後、昭和29年７月 15日に中郡旭村を、昭和 31年９月30日に中郡大野町（豊田村を含む）・神

田村・城島村・岡崎村の一部・金田村・土沢村を、昭和32年10月１日に中郡金目村を合併し、

現在の市域となっている。 

５  土地利用状況（都市計画） 

                                                                    平成 28．11．１告示 

区 域 区 分 用  途  地  域 
面   積 

（ha） 

割    合 

対市街化区域 対市全域 

市 街 化 区 域 

第一種低層住居専用地域 363 11.5 － 

第二種低層住居専用地域 0.7 0.0 － 

第一種中高層住居専用地域 911 28.9 － 

第二種中高層住居専用地域 24 0.8 － 

第 一 種 住 居 地 域 792 25.1 － 

第 二 種 住 居 地 域 5.5 0.2 － 

準 住 居 地 域 7.7 0.2 － 

近 隣 商 業 地 域 188 6.0 － 

商 業 地 域 90 2.9 － 

準 工 業 地 域 316 10.0 － 

工 業 地 域 138 4.4 － 

工 業 専 用 地 域 316 10.0 － 

計 3,152 100.0 ％ 46.4 ％ 

市街化調整区域 用途地域の指定のない区域 3,636 － 53.6 ％ 

合           計 6,788 － 100.0 ％ 

1



 

第２節 人口 

 

１ 人口の推移 

年 世 帯 数 
人        口  人口密度  

１㎢当たり 

世帯当た 

りの人数 計 男 女 

17 99,785 258,958 132,156 126,802 3,819 2.60 

22 104,369 260,780 132,048 128,732 3,846 2.50 

27 107,397 258,227 129,456 128,771 3,808 2.40 

30 110,984 258,004 129,298 128,706 3,804 2.32 

元(31)   112,230 257,729 128,989 128,740 3,800 2.30 

２   113,460 257,536 128,907 128,629 3,797 2.27 

注：17、22、27年は国勢調査結果であり、30、元（31）年、２年は推計人口である。 

  平成 22年までの人口密度は総務省統計局が推計した面積（67.80㎢）で算出し、平成 27年か

らは「全国都道府県市区町村別面積調」による参考値の面積（67.82㎢）で算出している。 

  各年10月１日現在 

 

２ 人口移動 

年 

自 然 動 態 社 会 動 態 

増加人口 

人 口 

増 加

率％ 
出 生 死 亡 増 減 転 入 転 出 増 減 

元年(31年)中 1,604 2,685 △1,081 9,409 8,494 915 △166 △0.06 

２年中 1,543 2,701 △1,158 8,967 8,110 857 △301 △0.12 

注：人口増加率は、その年中の増加人口をその年１月１日現在の推計人口で除して算出したもので

ある。 

 

３ 労働人口（就業状況） 

区    分  22年 27年 備   考 

15歳以上人口  226,177 224,773  

生産年齢人口 171,018 158,317 15歳～64歳 

労 働 力 人 口 133,445 118,179 就業者＋完全失業者 

（労働力率）  （59.0）  （52.6） 
 労働力人口  

× 100 
 15歳以上人口 

就 業 者 123,967 113,196  

（就業者率）  （54.8） （50.4） 
 就 業 者  

× 100 
 15歳以上人口 

第 １ 次 産 業   2,066   1,720  

   （1.7）    （1.6）  

第 ２ 次 産 業  36,317  30,462 
 （ ）内は構成比％ 

  （30.7） （28.8） 

第 ３ 次 産 業  79,736  73,727  

  （67.5） （69.6）  

注：就業者には分類不能の産業も含む。                              国勢調査結果 
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